
学校と家庭・地域のより良好なパートナーシップの構築に向けて
～「学校における保護者等対応ガイドライン」を策定しました～

○ 本県では、コミュニティ・スクールを核として、学校と家庭・地域が相互理解を図り
ながら、連携・協働し、子どもたちの学びや育ちを支える取組を進めています。

○ こうした中、近年、学校への要望が複雑化し、長時間の対応が必要になる事例も発生
しており、教職員が子どもたちと向き合う時間に影響が及んだり、教職員の尊厳や勤務
環境が害されたりするような課題も生じています。

○ こうした状況を踏まえ、学校と家庭・地域が、より良好な関係で子どもたちを育てて
いくためにガイドラインを策定しましたので、御理解と御協力をお願いします。

なぜガイドラインを策定するの？

学校への支援・協力について

時間外の対応について

文書・調査等のデジタル化について

各学校から家庭に配布する文書や調査・アンケート、欠席・遅刻連絡など
のデジタル化を推進しています。各学校からの案内に沿って、ご対応をお願
いします。

各学校において「最終退校時刻」や「ノー残業デー」、長期休業中におけ
る「学校閉庁日」の設定を行っています。各学校の対応について、ご確認の
うえ、学校への連絡は勤務時間内を基本にお願いします。時間外については、
留守番電話による対応となる場合があります。

県教委では、社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを支援する「地域連
携教育」の取組を推進しています。引き続き、学校教育活動への積極的なご
支援、各種ボランティアや登下校の見守り、給食や掃除、休憩時間の見守り
等へのご協力をお願いします。

各学校では、各家庭に配布する文書のデジタル化等を行うなど、
校務においてＩＣＴ環境を活用するとともに、学校運営協議会等を
通して、保護者・地域の方などのご理解・ご協力を得ながら、学
校・教職員が担う業務の在り方の整理を進めるなど、働き方改革に
取り組んでいます。

時間外在校等時間※１の上限方針の遵守
「月４５時間、年３６０時間を超える教員の割合を０(ゼロ)％に近づける。」

健康診断受診の推進
「定期健康診断及び精密検査の受診率を１００％に近づける。※２」

【プランの目標】

【推進指標】

□ 教員の１か月当たりの時間外在校等時間の平均を３０時間以内にする。

□ 働き方改革に係る取組状況をＷｅｂページ等で公表している学校の割合を１００％にする。

「コミュニティ・スクールの連携・協働体制」と「 ICT環境」を各取組に共
通する視点として、学校における働き方改革を推進します。

※１ 時間外在校等時間：勤務時間外において、学校教育に関する業務を行っている時間のことです。
※２ 山口県教育委員会Ｒ６受診率 ： 定期健康診断９８．０％ 、精密検査８４．１％

本県の教員の時間外在校等時間の状況

時間外在校等時間が１か月当たり４５時間を超えた教員の割合 教員一人当たりの１か月の平均時間外在校等時間

＊ 令和２年度：新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業（４・５月）

「山口県 学校における働き方改革加速化プラン」に基づく取組の推進により、一定の改善が見
られるものの、依然として多くの教員が時間外在校等時間の上限を超えて勤務しています。

令和８年３月 山口県教育委員会

教職員を対象としたアンケート
調査では、回答者の２２％の教職
員が「社会通念上不相当な要望等
を受けた（と感じた）ことがあ
る」と回答しています。

どのような課題が生じているの？

【社会通念上不相当な要望等の行為】
①暴言・侮辱など（６８％）
②長時間の拘束 （４８％）
③大声での威圧 （４７％）
（アンケート調査結果：複数回答あり）

○ 面談や相談等は、時間や対応者など、一定のルールを基本として実施します。
（原則として、平日の放課後に、適正な時間の範囲内で実施します）

○ 面談や相談等は、児童生徒のために対応すべき課題を明確にして行う
とともに、その解決に向けて学校として組織的に対応します。

○ 長期間にわたり過度な要求を繰り返される場合など、必要に応じて、
教育委員会や心理・法律等の専門家と連携して対応します。

基本的な対応はどのようになるの？

保護者や地域はどのようなことに気をつける必要があるの？

適切な表現・声量

怒鳴るなどの言動はお控えください。

過度な要求

学校ができないこともあることを御理解ください。

適切な時間内の御相談

御相談は時間内に、過度に長時間の御相談はお控えください。

SNSでの拡散

児童生徒や教職員を傷つけるSNS投稿はお控えください。

○ 日頃から、学校への御理解・御協力をいただき、ありがとうございます。
○ 県教育委員会では、学校と家庭・地域のより良好なパートナーシップの構築に向けて、
「学校における保護者等対応ガイドライン」を策定しましたので、さらなる学校への御
理解をお願いします。

保護者・地域の皆様へ
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